
 

平成 23 年 6 月 2 日 

JFA 公認 S 級コーチ 各位 

財団法人日本サッカー協会 

技術委員長   西村 昭宏 

指導者養成ﾁｰﾌ   大野 真 

（ 公 印 省 略 ） 

    

海外指導者派遣海外指導者派遣海外指導者派遣海外指導者派遣    公募のご案内公募のご案内公募のご案内公募のご案内 

 

拝啓  時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より本協会の事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

現在、本協会では、アジア貢献活動の一環として、指導者の派遣を積極的に行っております。 

アジア各国からの要請に基づき、当該国の代表監督やアカデミーの指導者として、現地で日本人指

導者が活躍しております。現在、新たにヨルダンより日本人指導者派遣を要請されております。 

つきましては、S 級ライセンス保持者に対して公募させて頂くことになりました。 

関心のある方は、是非別紙申し込み用紙にてご応募くださいますようお願い致します。 

 

敬具 

記 

 

 

１．派遣指導者の基本条件  ・JFA 公認指導者資格 S 級 

              ・業務を行う上で支障のない英語力 

               ※コミュニケーションを積極的に取る姿勢も重視 

２．派遣先協会        ヨルダンサッカー協会 

               ※詳細は、添付の派遣概要をご参照ください。 

３．応募方法        別添の申込書をご記入いただき、2011201120112011 年年年年 6666 月月月月 20202020 日日日日（月）（月）（月）（月）までまでまでまで    

に多田宛てにメールにて（kouta.tada@jfa.or.jp）ご提出ください。 

              派遣決定までの日程については、以下をご確認ください。 

４．スケジュール      (1) 申込締切：2011 年 6 月 20 日（月） 

              (2) 面  談：6 月下旬を予定 

              (3) 派遣審査：7 月技術委員会にて審査 

(4) 派遣承認：8 月理事会において追認 

 

以上 

 

 

－本件に関するお問合わせ先－ 

（財）日本サッカー協会 技術部 多田・荒谷 

TEL 03-3830-1810  FAX 03-3830-1814 



 

指導者海外派遣指導者海外派遣指導者海外派遣指導者海外派遣    概要概要概要概要    

 

1. 1. 1. 1. 派遣の概要派遣の概要派遣の概要派遣の概要    

派遣協会 ＝ ヨルダンサッカー協会 

派遣時期 ＝ 2011 年 7 月から 

派遣期間 ＝ 契約は派遣開始日より原則 1 年間ごとの更新  

             但し更新時期は例年 2 月 1 日となるので初年度は 6 カ月強の契約。 

役職 ＝ ユースダイレクタ―もしくは地域ユースアカデミーヘッドコーチ 

      （候補者決定後、最終的にはヨルダン協会との話し合いでどちらかに決まる） 

備考   

�  ヨルダン協会は2000年以降ユース育成のシステムを着実に構築してきている。 

�   Grassroots Programの一環としては国内に17拠点のPrince Ali Centersを設け、 

各Centerで12-13歳の選ばれた選手20人の指導を週3回行っている。地域トレセンのような 

もの。計33人のコーチを雇用している。 

� 更に国内4地点にPrince Ali Academy を設け、17のPrince Ali Centersの中から選考された、 

12-13歳のエリート120人の育成を行っている。週３－４日の活動。10人のコーチと4人の

スタッフの体制。 

� 2011 年より上記 Academy において 8-12 歳 200 人の育成も開始することになっている。 

� 今回派遣要請があったのは、適格者がいれば上記のユース育成全般を統括する 

ユースダイレクタ―のポスト。ユースダイレクタ―の適格者がいない場合は上記の 

国内 4 地点にある Prince Ali Academy のうちの一つのヘッドコーチ。 

2. 2. 2. 2. 派遣指導者に求められる条件派遣指導者に求められる条件派遣指導者に求められる条件派遣指導者に求められる条件    

指導者資格 ＝ JFA 公認指導者資格 S 級 

英語力 ＝ 業務を行うために支障のない英語力(会話／読み／書き) 

※コミュニケーションを取る積極性を重視 

3. 3. 3. 3. 派遣指導者への処遇派遣指導者への処遇派遣指導者への処遇派遣指導者への処遇    

基本報酬 ＝ 月額 40 万円程度(所得税･住民税･消費税等の諸税を含む)※要相談 

保険 ＝ 本人の海外旅行者保険 

引越費用 ＝ 赴任時/帰任時の実費 

住居 ＝ 原則として 2LDK 

家具 ＝ 生活に必要な基本的なもの 

自動車 ＝ 1 台(業務上必要と判断された場合。燃料代を含む) 

携帯電話 ＝ 1 台(契約料/利用料を含む) 

交通宿泊費 ＝ 業務上必要な移動(海外出張を含む) 

航空券 ＝ ・赴任時/帰任時の日本との往復航空券(エコノミークラス)、本人 

  ・休暇時の日本との往復航空券(エコノミークラス) 

その他 ＝ 住居での水道光熱費・固定電話代・インターネット接続料、査証取得費 

[[[[その他その他その他その他]]]]    

休暇 ＝ 原則年間最大 3 週間(時期は先方協会との合意が必要) 

 


